
補助金の申請手続き等

○申請手続きの流れ（期日は予定）

○制度の趣旨・目的

住宅ストック循環支援事業について
○補助事業における事業者の役割

国土交通省住宅局住宅生産課

ＴＥＬ 03-5253-8111（代表）
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html

若者の住居費負担の軽減、良質な住宅ストックの形成及び既存住宅流通・リフォーム市場の拡大を図
るため、インスペクションを実施し、既存住宅売買瑕疵保険に加入する既存住宅の取得や、耐震性が確
保されたエコリフォーム、一定の省エネ性能を有する住宅への建替えの取組に対して、国がその費用の
一部を補助します。

• 持ち家の省エネ性を高めたい

• 既存住宅を購入して、省エネ
性能を高めたい

• 耐震性のない住宅を省エネ性
能の高い住宅に建替えたい

• 若者が手頃な既存住宅を安心
して購入したい

• あわせてエコリフォームもしたい

【お問い合わせ先】
住宅ストック循環支援事業事務局
ＴＥＬ ０５７０－０６９－８８８
ホームページはすでに閉鎖されております



１．エコリフォームに対する支援の概要 ２．既存住宅の購入に対する支援の概要

３．エコ住宅への建替えに対する支援の概要

持ち家の省エネ性能を向上させるリフォーム（エコリフォーム）に対して補助します。
リフォーム後の住宅が耐震性を有することが条件です。

若者による既存住宅の購入において、インスペクションや購入時に行うエコリフォームに
対して補助します。インスペクションの実施、既存住宅売買瑕疵保険への加入が条件です。

一定の省エネ性能を有する住宅（エコ住宅）の建築（建替え）に対して補助します。
耐震性のない住宅を除却することが条件です。

エコ住宅の満たすべき省エネ性能と補助額の関係

※ 本事業におけるインスペクションは、「既存住宅インスペクション・ガイドライン（国土交通
省平成25年6月）」に沿って、建築士により実施される既存住宅の現況調査をいいます。

※ 既存住宅売買瑕疵保険は、個人の売主・買主が自ら
加入する保険ではありません！

※ 売主の宅建業者やインスペクションを行う検査事業
者等が加入します。

【住宅の売主・買主の皆様へ】

実施したエコリフォームの工事内容に応じた補助額（下表）の合計額を補助


